
道路承認工事許可申請手続き

道路の承認工事とは
道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行う場合のことです。
「道路に関する」とは、道路の新設、改築または修繕に関することになります。
承認工事のとは、道路に側溝を敷設したり、歩道を切下げたりするような工事です。
これらの工事をする前には、道路管理者に「道路承認工事申請」を行い安全な
工事を行っていただくために必要になってまいります。
道路法第２４条の手続きとなります。

　道路承認工事が必要になったら、先ずは道路河川管理課にご相談ください。
　ただし、必ずしも必要な手続きではありませんが、申請事務を円滑に
 進めるために、前もって工事時期などの調整を行います。

　工事時期の調整等が決まったら、申請書（正１副２）を提出してください。
　申請書には、添付書類（*１）が必要になります。添付書類は窓口か
　鎌ケ谷市ホームページ（*２）から入手してください。

　鎌ケ谷市で審査を行い、必要な場合は補正をお願いいたします。
　補正が無い場合は、道路使用許可を交付します。
　これらの手続きに、通常２週間かかります。

　審査の結果、問題が無ければご連絡をいたします。

　工事を開始する前には、必ず「工事着手届」を提出してください。

　工事が終了したら、「工事竣工届」を提出してください。
　必ず、工事前・中・後の写真を添付してください。

以上で手続きは終了となります。
＊１　位置図・断面図・平面図・道路復旧図・現場写真・保安施設図・工事の時間帯

＊２　「鎌ケ谷市ホームページ」→「便利なサービス」→「申請書ダウンロード」
　　　→「申請書等ダウンロードサービス」→「道路河川管理課　管理係」
　　　→「道路工事施行承認申請書」
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